
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  非居住被相続人、非居住贈与者               

Ｑ：非居住被相続人又は非居住贈与者から

の相続、遺贈、贈与は相続税又は贈与税が課

されないそうですが、非居住被相続人又は非

居住贈与者とはどんな人をいうのですか？                          

                                             

Ａ：次の人をいいます。 

【解説】 

お尋ねの非居住被相続人、非居住贈与者は、

次の者をいいます。 

 1.非居住被相続人 

  相続開始時に国内に住所を有していなかっ

た被相続人で、相続開始前10年以内のいずれ

かの時に住所を有していたことがあるものの

うち、いずれの時にも日本国籍を有さず、又

は相続開始前10年以内のいずれの時にも住所

を有していたことがない者をいいます。 

 2.非居住贈与者 

  贈与時に国内に住所を有していなかった贈

与者で、①贈与前10年以内のいずれかの時に

住所を有していたことがあるもの、又は②贈

与前10年以内のいずれの時においても住所を

有していなかった者をいいます。ただし、①

の場合は、住所を有しなくなった日前15年以

内に住所を有していた期間が10年以下である

もので、その間、引き続き日本国籍を有して

いなかった者に限られるとともに、住所を有

しなくなった日前15日以内において住所を有

していた期間の合計が10年を超えるもののう

ち同日から２年を経過しているもので、その

間、引き続き日本国籍を有していなかった者

に限られます。 
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